
ＮＰＯ法人旭川マンション管理組合連合会   

第 2回総会と講演の夕べ実施要領 
 

日時 ：   ２０２５年５月１８日（日） １３時３０分～１８時１０分 

 

場所 ：   トーヨーホテル（旭川市７条通７丁目） 

 

講演の標題  「区分所有法などの改正に伴う 

これからのマンション管理」 

講師   篠原みち子さん（弁護士・マンション管理

士試験委員、政府の各種委員会委員） 
        マンション管理センター理事、マンション管理業協会理事 

        国土交通省 「マンション標準管理規約検討委員会」委員 

              「マンション標準管理委託契約書検討員会」委員 

        著書 「区分所有法入門」、「マンションの法律Ｑ＆Ａ」、 

「新・マンション管理の実務と法律」など多数 

 

講演会 時間割 

１３：３０  第２回総会 司会  佐々木事務局長 

１３：３２  開会あいさつ  水島会長 

１４：２０  総会終了 

１４：３０  講演（１時間３０分間） 

１６：００  質疑応答   （２０分間） 

１６：３０  懇親会    （１時間３０分間） 

１８：００  全体終了 

 

 篠原みち子さんは、「マンション管理に最も精通された弁護士」として各所で

「役員の資格と役員選任の仕方について」、「理事会運営について」、「給水管更新

等工事に関する問題」、「枝管の法律的性質と漏水事故の責任」、「窓サッシ等開口

部の修繕に関する問題」等々について、講演されています。       以上 


